
【基本】

①工事期間中に賃金水準の変更があった場合

契約手続き期間

入札公告 契約日 賃金水準の
変更日

請求日

出来高

残工事に対する
変動前後の差額(Ａ）

インフレスライド変更額
Ａ－Ｂ×1.0％

次の賃金水準の
変更日まで

１４日以内 残工期２ヶ月以上

請負額 （変動前残工事額：Ｂ）

基準日

残工事

工期末

福島地方水道用水供給企業団発注工事におけるインフレスライドについて

ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％の場合のみ
インフレスライド適用可能

②契約手続き中に賃金水準の変更があった場合

請負額 （変動前残工事額：Ｂ）
ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％の場合のみ
インフレスライド適用可能

契約手続き期間 出来高 残工事

１４日以内 残工期２ヶ月以上

入札公告 賃金水準の
変更日

請求日 基準日

残工事に対する
変動前後の差額(Ａ）

インフレスライド変更額
Ａ－Ｂ×1.0％

工期末

次の賃金水準の
変更日まで

契約日



【導入当初の特例措置】※本基本「８ 請求日及び基準日の特例」に該当する場合

③工事期間中に賃金水準の変更があった場合

請負額

インフレスライド変更額
Ａ－Ｂ×1.0％

ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％の場合のみ
インフレスライド適用可能

出来高

（変動前残工事額：Ｂ）

残工事に対する
変動前後の差額(Ａ）

残工事

残工期２ヶ月以上

基準日

H25.4.5

契約日 請求日 工期末

１ヶ月以内

運用開始日賃金水準の
変更日


